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ど
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例 
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条
例
第
二
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号 

 

目
次 

(

本
目
次
追
加
…
一
三
年
三
七
号) 

第
一
章 

総
則(

第
一
条
―
第
五
条) 

第
二
章 

樹
木
等
の
保
護(
第
六
条
―
第
十
四
条) 

第
三
章 

施
設
等
の
緑
化(

第
十
五
条
―
第
十
九
条) 

第
四
章 

雑
則(

第
二
十
条) 

附
則 

第
一
章 

総
則 

(

目
的) 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
区
内
の
緑
化
を
推
進
し
、
み
ど
り
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
区
民
の
健
康
で

快
適
な
生
活
環
境
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

(

定
義) 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
緑
化
」
と
は
、
樹
木
及
び
樹
林(

以
下
「
樹
木
等
」
と
い
う
。)

を
保
護
し
、

育
成
す
る
こ
と
を
い
う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
準
公
共
施
設
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
団
体
が

権
原
を
有
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
、
区
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
一
般
に
開
放
さ
れ
、
自
由
に
利
用
で
き

る
も
の
を
い
う
。 

(

区
長
の
責
務) 

第
三
条 

区
長
は
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
通
じ
て
、
緑
化
の
推
進
に
最
大
の
努
力
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

(

区
民
の
責
務) 

第
四
条 

区
民
は
、
緑
化
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
区
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

事
業
者
の
責
務) 

第
五
条 

事
業
者
は
、
事
業
活
動
を
行
う
に
あ
た
つ
て
、
緑
化
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
区
の
施
策

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

樹
木
等
の
保
護 

(

樹
木
等
の
保
存) 

第
六
条 

樹
木
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者(

以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
管
理

す
る
樹
木
等
を
み
だ
り
に
伐
採
し
、
又
は
移
植
し
て
は
な
ら
な
い
。
や
む
を
得
ず
伐
採
し
た
と
き
は
、
同

数
以
上
の
樹
木
の
植
栽
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

樹
木
の
移
植) 

第
七
条 

区
長
は
、
樹
木
等
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
所
有
者
等
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の



樹
木
を
可
能
な
限
り
移
植
す
る
も
の
と
す
る
。 

(

保
存
樹
木
等
の
指
定) 

第
八
条 
区
長
は
、
区
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
樹
木
等
を
、
そ
の
所
有
者
等
の
同
意
を
得
て
、

保
存
樹
木
又
は
保
存
樹
林(

以
下
「
保
存
樹
木
等
」
と
い
う
。)

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

区
長
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る

樹
木
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

(

標
識
の
設
置) 

第
九
条 

区
長
は
、
保
存
樹
木
等
を
指
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す

る
。 

(

保
存
義
務) 

第
十
条 

保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
は
、
そ
の
保
存
樹
木
等
が
常
に
良
好
な
状
態
を
保
つ
よ
う
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

届
出
事
項) 

第
十
一
条 

保
存
樹
木
等
の
所
有
者
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
区
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

一 

保
存
樹
木
等
を
伐
採
し
、
又
は
移
植
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

保
存
樹
木
等
が
滅
失
し
、
又
は
枯
死
し
た
と
き
。 

三 

所
有
者
等
が
変
更
し
た
と
き
。 

四 

所
有
者
等
が
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
存
樹
木
等
の
状
態
に
大
き
な
変
化
が
あ
つ
た
と
き
。 

(

指
定
の
解
除) 

第
十
二
条 

区
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
保
存
樹
木
等
の
指
定
を
解
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

一 

前
条
第
二
号
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。 

二 

所
有
者
等
か
ら
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
指
定
解
除
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。 

三 

公
益
上
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
。 

２ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
の
解
除
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

区
長
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
解
除
の
申
請
事
由
が
伐
採
又
は
移
植
で
あ
る
と
き
は
、

所
有
者
等
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

台
帳
の
作
成) 

第
十
三
条 

区
長
は
、
保
存
樹
木
等
を
指
定
し
た
と
き
は
、
台
帳
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 



(
補
助) 

第
十
四
条 

区
長
は
、
保
存
樹
木
等
の
維
持
管
理
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
区
規
則
で
定

め
る
基
準
に
よ
り
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
章 

施
設
等
の
緑
化 

(

本
章
名
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

(

公
共
施
設
等
の
緑
化
義
務) 

第
十
五
条 

区
長
は
、
区
が
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
道
路
、
公
園
、
学
校
そ
の
他
の
公
共
施
設
及
び
こ

れ
ら
の
敷
地
に
つ
い
て
、
緑
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

２ 

国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
団
体
は
、
そ
の
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
施
設
及

び
こ
れ
ら
の
敷
地
に
つ
い
て
、
緑
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

(

準
公
共
施
設
等
の
緑
化
義
務) 

第
十
六
条 

準
公
共
施
設
の
所
有
者
等
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
施
設
及
び
こ
れ
ら
の
敷
地
に

つ
い
て
、
緑
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
区
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

た
と
き
は
、
所
有
者
等
に
代
わ
つ
て
植
樹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

(

民
間
施
設
等
の
緑
化
義
務) 

第
十
七
条 

区
民
及
び
事
業
者
は
、
そ
の
住
居
、
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
及
び

こ
れ
ら
の
敷
地
に
つ
い
て
、
緑
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

一
部
改
正
…
一
三
年
三
七
号) 

２ 

前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
区
長
は
、
技
術
上
の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
樹
木
及
び
苗
木
の

提
供
そ
の
他
緑
化
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

(

緑
化
計
画
の
届
出
等) 

第
十
八
条 

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
敷
地
に
お
い
て
、
建
築
物(

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号)

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
築
、
改
築
及
び
増
築
を
行
お

う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
区
規
則
に
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
緑
化

に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
、
区
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

本
条
追
加
…
一
三
年
三
七
号) 

２ 

前
項
の
届
出
を
要
す
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
緑
化
が
完
了
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
区
長
に
対
し
、
緑
化
完
了
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
届
出
を
要
す
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
そ
の
緑
地
の
適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

(

勧
告) 

第
十
九
条 

区
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
わ
ず
に
同
項
の
届
出
を
要
す
る
行
為
に
着

手
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



(
本
条
追
加
…
一
三
年
三
七
号) 

２ 

区
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
緑
化
に

つ
い
て
、
同
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

区
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
い
者
に
対
し
て
、
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
を

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
章 

雑
則 

(

委
任) 

第
二
十
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
区
規
則
で
定
め
る
。 

(

二
条
繰
下
…
一
三
年
三
七
号) 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則(

平
成
一
三
年
条
例
第
三
七
号) 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
渋
谷
区
み
ど
り
の
確
保
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
平
成
十
三

年
十
月
一
日
以
後
に
建
築
物
の
新
築
、
改
築
及
び
増
築
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


